
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９仙第９０号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２１年６月２４日 １８時３０分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡島弾埼北西方沖 弾埼灯台から真方位３０９°１６.１海里付

近 

（概位 北緯３８°３０.０′ 東経１３８°１５.０′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 﨑
さき

吉
よし

丸、１９トン 

 ＮＳ２－１７２２３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機右舷機全筒のピストン及びシリンダライナー偏摩耗 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、石川県珠洲市

蛸島漁港を出港し、佐渡島弾埼北西方の漁場で操業待機中、平成２１年６

月２４日１８時３０分ごろ、機関室からのオイルミスト臭に気付き、点検

の結果、主機右舷機のクランクシャフト前部オイルシールから潤滑油が漏

洩していた。 

 本船は、操業を中止し、主機左舷機の単独運転により蛸島漁港に帰港し、

修理業者による調査の結果、主機右舷機全筒のピストン及びシリンダライ

ナーに偏摩耗が発生していた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波高約５０㎝ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 ピストン抜き等の整備を行わないで主機を２万

時間以上運転しており、シリンダライナー及びピス

トン側面が偏摩耗してブローバイ（燃焼ガスの吹き

抜け）が発生し、クランク室の内圧が上昇してオイ

ルシールから油漏れが発生したものと考えられる。

原因  本インシデントは、ピストン抜き等の整備を行わないで主機を２万時間

以上運転していたため、シリンダライナー及びピストン側面が偏摩耗し、

本船が佐渡島北西方で漂泊中、ブローバイが生じたことにより発生したも

のと考えられる。 

 




